加算届出一覧表（提出方法・必要書類）
【介護医療院・短期入所療養介護】

１　届出が必要な加算の内容・必要書類（政令指定都市・中核市以外に所在する施設）
　　次の内容の加算等の算定にあたっては、事前に届出が必要です。届出をしていないと、サービスを提供しても介護報酬の支払いを受けることができませんのでご注意ください。
　　また、県等の指導の結果、加算の体制が変更となる場合（加算を取り下げる場合等）においても、改めて県に加算届を提出してください。
（１）基本施設サービス費
	内容
	必要書類
	備考

	
	届出用紙
	添付書類
	

	１
	Ⅰ型介護医療院
ユニット型Ⅰ型介護医療院
Ⅰ型特別介護医療院
	□ 加算届(別紙２)
□ 介護医療院（Ⅰ型）の基本施設サービス費に係る届出(別紙30)
□ 体制等状況一覧表(別紙1-1)

	□ 基本サービス費ﾁｪｯｸ表
□ 担当者連絡先（郵送のみ）
	

	２
	Ⅱ型介護医療院
ユニット型Ⅱ型介護医療院
Ⅱ型特別介護医療院
	□ 加算届(別紙２)
□ 介護医療院（Ⅱ型）の基本施設サービス費に係る届出(別紙30-2) 
□ 体制等状況一覧表(別紙1-1)
	□ 基本サービス費ﾁｪｯｸ表
□ 担当者連絡先（郵送のみ）
	



（２）減算　（減算に係る届出をする場合は、事前にお問い合わせください。）
	内容
	必要書類
	備考

	
	届出用紙
	添付書類
	

	１
	人員基準欠如
（減算、減算の解消）
医師、薬剤師、看護職員、介護職員、正看護師比率、介護支援専門員の人員欠如
	□ 加算届(別紙２)
□ 体制等状況一覧表（別紙1-1）

	□ 勤務表（別紙７）
□ 担当者連絡先（郵送のみ）
	勤務表は人員欠如が生じた月のもの
（解消した場合は解消した月）

	２
	夜間勤務体制
（基準型→減算型）
（減算型→基準型）
	□ 加算届(別紙２)
□ 体制等状況一覧表（別紙1-1）
	□ 過去３ヶ月の夜勤がわかる勤務表（別紙７）
□ 担当者連絡先（郵送のみ）
	減算の場合の勤務表
１割を超える減少
　前１ヵ月
１割の範囲内の減少
　前３ヵ月
減算→基準型
　基準型算定開始月

	３
	療養環境減算
（廊下）（療養室）
	□ 加算届(別紙２)
□ 体制等状況一覧表（別紙1-1）
	
	

	４
	身体拘束廃止取組の有無（無）
（身体拘束廃止未実施減算の場合）
	□ 加算届(別紙２)
□ 体制等状況一覧表（別紙1-1）
	□ 改善計画書
□ 担当者連絡先（郵送のみ）
	

	５
	身体拘束廃止取組の有無（有）
（減算の解除を含む）
	□ 加算届(別紙２)
□ 体制等状況一覧表（別紙1-1）
	□ 改善状況報告
(未実施減算の解除の場合）
□ 担当者連絡先（郵送のみ）
	

	
	
	
	
	

	６
	栄養ケア・マネジメントの実施
※新たな届出が無い場合は「なし」とみなす。
	□ 加算届（別紙２）
□ 体制等状況一覧表（別紙1-1）

	□ 栄養マネジメント体制に関する届出書（別紙38）
□ 勤務表（別紙７）
□ 資格証（写）
□ 担当者連絡先（郵送のみ）
	・令和６年３月31日まで経過措置あり

	７
	安全管理体制未実施減算
※減算の解除は「（3）加算12安全対策体制加算」を届け出る。
	□ 加算届（別紙２）
□ 体制等状況一覧表（別紙1-1）
	□ 担当者連絡先（郵送のみ）
	

	８
	高齢者虐待防止措置実施の有無
	□ 加算届（別紙2）
□ 状況一覧表
（別紙1-1）
	□ 改善計画又は改善状況報告（減算の場合）
□ 担当者連絡先（郵送のみ）
	経過措置としてR7.3.31までの間、減算は適用しない

	９
	業務継続計画策定の有無
	□ 加算届（別紙2）
□ 状況一覧表
（別紙1-1）
	□ 担当者連絡先（郵送のみ）
	経過措置としてR7.3.31までの間、減算は適用しない



（３）加算
	内容
	必要書類
	備考

	
	届出用紙
	添付書類
	

	１
	LIFE（登録）
	□ 加算届(別紙２)
□ 体制等状況一覧表（別紙1-1）
	□ 担当者連絡先（郵送のみ）
	LIFEにデータ提出を伴う加算算定の場合、事前に要登録

	２
	夜間勤務等看護（Ⅰ～Ⅳ）
	□ 加算届(別紙２)
□ 体制等状況一覧表（別紙1-1）
	□ 勤務表（別紙７）
□ 資格証（写）
□ 担当者連絡先（郵送のみ）
	勤務表は算定開始月のもの

	３
	ユニットケア体制
	□ 加算届(別紙２)
□ 体制等状況一覧表（別紙1-1）
	□ 勤務表（別紙７）
□ ユニットリーダー研修修了証（写）
□ 担当者連絡先（郵送のみ）
	勤務表は算定開始月のもの

	４
	若年性認知症患者受入加算
	□ 加算届(別紙２)
□ 体制等状況一覧表（別紙1-1）
	□ 担当者連絡先（郵送のみ）
	

	５
	栄養マネジメント強化加算
	□ 加算届（別紙２）
□ 体制等状況一覧表（別紙1-1）
	□ 栄養マネジメント体制に関する届出書（別紙38）
□ 勤務表（別紙７）
□ 資格証(写)
□ 担当者連絡先（郵送のみ）
	勤務表は算定開始月のもの
加算算定にあたり、LIFEへの登録を届け出ていること

	６　
	療養食加算
	□ 加算届(別紙２)
□ 体制等状況一覧表（別紙1-1）

	□ 担当者連絡先（郵送のみ）
	

	７
	認知症専門ケア加算
	□ 加算届(別紙２)
□ 体制等状況一覧表（別紙1-1）
	□ 認知症専門ケア加算に係る届出書（別紙12-2）
□ 認知症介護実践リーダー研修修了証（写）、認知症介護指導者研修修了証（写）又は認知症看護に係る適切な研修の修了証（写）
□ 担当者連絡先（郵送のみ）
	

	８
	重度認知症疾患療養体制加算


	□ 加算届(別紙２)
□ 体制等状況一覧表（別紙1-1）
□ 介護医療院における重度認知症疾患療養体制加算に係る届出(別紙24)
	□ 勤務表（別紙７）
□ 資格証（写）
①精神保健福祉士資格証
②（Ⅰ）の場合、作業療法士、理学療法士又は言語聴覚士の資格証
③（Ⅱ）の場合、作業療法士資格証
□ 生活機能回復訓練室のある階の平面図
□ 担当者連絡先（郵送のみ）
	勤務表は算定開始月のもの

	９
	排せつ支援加算
	□ 加算届（別紙２）
□ 体制等状況一覧表（別紙1-1）
	□ 担当者連絡先（郵送のみ）
	加算算定にあたり、LIFEへの登録を届け出ていること

	10
	自立支援促進加算
	□ 加算届（別紙２）
□ 体制等状況一覧表（別紙1-1）
	□ 担当者連絡先（郵送のみ）
	加算算定にあたり、LIFEへの登録を届け出ていること

	11
	科学的介護推進体制加算
	□ 加算届（別紙2）
□ 体制等状況一覧表（別紙1-1）
	□ 担当者連絡先（郵送のみ）
	加算算定にあたり、LIFEへの登録を届け出ていること

	12
	安全対策体制加算
	□ 加算届（別紙2）
□ 体制等状況一覧表(別紙1-1）
	□ 担当者連絡先（郵送のみ）
	

	13
	サービス提供体制強化加算（Ⅰ） 
	□ 加算届（別紙２）
□ 体制等状況一覧表（別紙1-1）
	□ サービス提供体制強化加算に関する届出書（別紙14-4）
□ 担当者連絡先（郵送のみ）
	

	14
	サービス提供体制強化加算（Ⅱ）
	□ 加算届（別紙２）
□ 体制等状況一覧表（別紙1-1）
	□ サービス提供体制強化加算に関する届出書（別紙14-4）
□ 担当者連絡先（郵送のみ）
	

	15
	サービス提供体制強化加算（Ⅲ）
	□ 加算届（別紙２）
□ 体制等状況一覧表（別紙1-1）
	□ サービス提供体制強化加算に関する届出書（別紙14-4）
□ 担当者連絡先（郵送のみ）
	

	16
	介護職員処遇改善加算
	介護情報サービスかながわ
　→ 書式ライブラリー
　　→ ０．介護職員処遇改善加算・介護職員特定処遇改善　を参照してください。

	17
	介護職員等特定処遇改善加算
	

	18　
	介護職員等ベースアップ等支援加算
	

	19
	認知症チームケア推進加算
	□ 加算届（別紙2）
□ 体制等状況一覧表（別紙1-1）
	□ 認知症チームケア推進加算に係る届出書（別紙40）
□厚生労働省通知の定める研修※1の修了証
□ 担当者連絡先（郵送のみ）
	

	20
	高齢者施設等感染対策向上加算
	□ 加算届（別紙2）
□ 体制等状況一覧表別紙1-1）
	□ 高齢者施設等感染対策向上加算に係る届出書（別紙35）
□ 担当者連絡先（郵送のみ）
	

	21
	生産性向上推進体制加算
	□ 加算届（別紙2）
□ 体制等状況一覧表（別紙1-1）
	□ 生産性向上推進体制加算に係る届出書(別紙28)
□ 利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の議事概要＊
□ 担当者連絡先（郵送のみ）
	＊算定開始月の１日までに委員会を実施し、議事概要を提出してください。

	22
	上記の加算をやめる場合
	□ 加算届（別紙２）
□ 体制等状況一覧表（別紙1-1）
	□ 担当者連絡先（郵送のみ）
	


※1　認知症チームケア推進加算に関する実施上の留意事項等について
※2　生産性向上推進体制加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例等の提示について
1、2通知は以下のリンク先よりご確認ください
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38790.html

（４）特別診療費
	内容
	必要書類
	備考

	
	届出用紙
	添付書類
	

	１
	重症皮膚潰瘍管理指導
	
□ 加算届（別紙２）
□ 体制等状況一覧表（別紙1-1）






※理学療法(Ⅱ)
体制等状況一覧表の「リハビリテーション提供体制」の「６　その他」に○を付ける。
	□ 重症皮膚潰瘍管理指導の施設基準に係る届出書添付書類（様式5）
□ 担当者連絡先（郵送のみ）
	


	２
	薬剤管理指導
	
	□ 薬剤管理指導の施設基準に係る届出書添付書類（様式6）
□ 勤務する従業者の名簿（様式7）
（薬剤師）
□ 調剤所及び医薬品管理室の配置図及び平面図
□ 担当者連絡先（郵送のみ）
	

	３
	理学療法(Ⅰ）
理学療法(Ⅱ）
	
	□ 勤務する従業者の名簿（様式7）
□ 理学療法、作業療法、言語聴覚療養、集団コミュニケーション療法の施設基準に係る届出書添付書類（様式8）
□ 当該治療が行われる専用の施設の配置図及び平面図
□ 担当者連絡先（郵送のみ）
	※厚生労働省へのリハビリテーション実施計画等の情報提出、情報の活用に係る加算を算定する場合は、LIFEへの登録を届け出ていること

	４
	作業療法
	
	
	

	５　
	言語聴覚療法
	
	
	

	６
	集団コミュニケーション療法
	
	
	

	７
	精神科作業療法
	
	□ 勤務する従業者の名簿（様式7）
□ 精神科作業療法の施設基準に係る届出書添付書類（様式9）
□ 当該治療が行われる専用の施設の配置図及び平面図
□ 担当者連絡先（郵送のみ）
	

	８
	リハビリテーション提供体制　その他
（摂食機能療養・短期集中リハ・認知症入所精神療法）
	□ 加算届（別紙２）
□ 体制等状況一覧表（別紙1-1）
	※摂食機能療養、認知症入所精神療養を算定する場合
□ 勤務する従業者の名簿（様式7）
□ 担当者連絡先（郵送のみ）
	体制等状況一覧表の「リハビリテーション提供体制」の「６　その他」に○を付ける。

	９
	リハビリテーション・口腔・栄養に係る計画の提出
	□ 加算届（別紙２）
□ 体制等状況一覧表（別紙1-1）
	□ 勤務する従業者の名簿（様式7）
□ 理学療法、作業療法、言語聴覚療養、集団コミュニケーション療法の施設基準に係る届出書添付書類（様式8）
□ 当該治療が行われる専用の施設の配置図及び平面図
□ 担当者連絡先（郵送のみ）
	※厚生労働省へのリハビリテーション実施計画等の情報提出、情報の活用に係る加算を算定する場合は、LIFEへの登録を届け出ていること

	10
	認知症短期集中リハビリテーション
	□ 加算届（別紙２）
□ 体制等状況一覧表（別紙1-1）
	□ 勤務表（別紙７）
□ 資格証（写）
□ 担当者連絡先（郵送のみ）
	

	11
	上記の算定をやめる場合
	□ 加算届（別紙２）
□ 体制等状況一覧表（別紙1-1）
	□ 担当者連絡先（郵送のみ）
	



②　短期入所療養介護　※介護医療院と同時申請の場合、体制等状況一覧表1-2のみ提出
	内容
	必要書類
	備考

	
	届出用紙
	添付書類
	

	１
	人員基準欠如による減算
	□ 加算届（別紙2）
□ 体制等状況一覧表
（別紙1-1・1-2）
	□ 勤務表（別紙７）
□ 担当者連絡先（郵送のみ）
	事前にお問い合わせください。

	２
	夜間職員条件
（基準型→減算型）
（減算型→基準型）
	□ 加算届（別紙2）
□ 体制等状況一覧表
（別紙1-1・1-2）
□ 加算届管理票（郵送の場合）
	□ 勤務表（別紙７）
□ 担当者連絡先（郵送のみ）
	事前にお問い合わせください。

	３
	療養環境減算
（廊下）（療養室）
	□ 加算届(別紙２)
□ 体制等状況一覧表（別紙1・1-2）

	□ 担当者連絡先（郵送のみ）
	

	４
	LIFE（登録）
	□ 加算届
□ 体制等状況一覧表（別紙1-1・1-2）

	□ 担当者連絡先（郵送のみ）
	LIFEにデータ提出を伴う加算算定の場合、事前に要登録

	５
	夜間勤務等看護（Ⅰ～Ⅳ）
	□ 加算届(別紙２)
□ 体制等状況一覧表（別紙1-1・1-2）

	□ 勤務表（別紙７）
□ 資格証（写）
□ 担当者連絡先（郵送のみ）
	勤務表は算定開始月のもの

	６
	ユニットケア体制
	□ 加算届（別紙2）
□ 体制等状況一覧表（別紙1-1・1-2）


	□ 勤務表（別紙７）
□ ユニットリーダー研修修了証(写)
□ 担当者連絡先（郵送のみ）
	

	７
	若年性認知症利用者受入加算
	□ 加算届（別紙2）
□ 体制等状況一覧表（別紙1-1・1-2）

	□ 返信用封筒（郵送の場合）
□ 担当者連絡先（郵送のみ）
	

	８
	送迎加算
	□ 加算届（別紙2）
□ 体制等状況一覧表（別紙1-1・1-2）

	□ 送迎用車両の写真
□ 車検証(写)
□ 担当者連絡先（郵送のみ）
	

	９
	療養食加算
	□ 加算届（別紙2）
□ 体制等状況一覧表（別紙1-1・1-2）
	□ 返信用封筒（郵送の場合）
□ 担当者連絡先（郵送のみ）
	

	10
	認知症専門ケア加算
	□ 加算届（別紙2）
□ 体制等状況一覧表
（別紙1-1・1-2）
	□ 認知症専門ケア加算に係る届出書（別紙12-2）
□ 認知症介護実践リーダー研修修了証（写）、認知症介護指導者研修修了証（写）又は認知症看護に係る適切な研修の修了証（写）
□ 担当者連絡先（郵送のみ）
	

	11
	重度認知症疾患療養体制加算


	□ 加算届(別紙２)
□ 体制等状況一覧表（別紙1-1）
□ 介護医療院における重度認知症疾患療養体制加算に係る届出(別紙24)
	□ 勤務表（別紙７）
□ 資格証（写）
①精神保健福祉士資格証
②（Ⅰ）の場合、作業療法士、理学療法士又は言語聴覚士の資格証
③（Ⅱ）の場合、作業療法士資格証
□ 生活機能回復訓練室のある階の平面図
□ 担当者連絡先（郵送のみ）
	勤務表は算定開始月のもの

	12
	重症皮膚潰瘍管理指導
	□ 加算届（別紙2）
□ 体制等状況一覧表
（別紙1-1・1-2）
	□ 重症皮膚潰瘍管理指導の施設基準に係る届出書添付書類（様式5）
□ 担当者連絡先（郵送のみ）
	

	13
	薬剤管理指導
	□ 加算届（別紙2）
□ 体制等状況一覧表
（別紙1-1・1-2）
	□ 薬剤管理指導の施設基準に係る届出書添付書類（様式6）
□ 勤務する従業者の名簿（様式7）（薬剤師）
□ 調剤所及び医薬品管理室の配置図及び平面図
□ 担当者連絡先（郵送のみ）
	

	14
	サービス提供体制強化加算（Ⅰ） 
	□ 加算届（別紙2）
□ 体制等状況一覧表（別紙1-1・1-2）
	□ サービス提供体制強化加算に関する届出書（別紙14-4）
□ 担当者連絡先（郵送のみ）
	

	15
	サービス提供体制強化加算（Ⅱ）
	□ 加算届（別紙2）
□ 体制等状況一覧表（別紙1-1・1-2）
	□ サービス提供体制強化加算に関する届出書（別紙14-4）
□ 担当者連絡先（郵送のみ）
	

	16
	サービス提供体制強化加算（Ⅲ）
	□ 加算届（別紙2）
□ 体制等状況一覧表（別紙1-1・1-2）
	□ サービス提供体制強化加算に関する届出書（別紙14-4）
□ 担当者連絡先（郵送のみ）
	

	17
	集団コミュニケーション療法
	□ 加算届（別紙2）
□ 体制等状況一覧表
（別紙1-1・1-2）

※理学療法(Ⅱ)
体制等状況一覧表の「リハビリテーション提供体制」の「６　その他」に○を付ける。
	□ 勤務する従業者の名簿（様式7）
□ 理学療法、作業療法、言語聴覚療養、集団コミュニケーション療法の施設基準に係る届出書添付書類（様式8）
□ 当該治療が行われる専用の施設の配置図及び平面図
□ 担当者連絡先（郵送のみ）
	※厚生労働省へのリハビリテーション実施計画等の情報提出、情報の活用に係る加算を算定する場合は、LIFEへの登録を届け出ていること

	18
	理学療法(Ⅰ）
理学療法(Ⅱ）
	
	
	

	19
	作業療法
	
	
	

	20　
	言語聴覚療法
	
	
	

	21
	精神科作業療法
	□ 加算届（別紙2）
□ 体制等状況一覧表
（別紙1-1・1-2）

	□ 勤務する従業者の名簿（様式7）
□ 精神科作業療法の施設基準に係る届出書添付書類（様式9）
□ 当該治療が行われる専用の施設の配置図及び平面図
□ 担当者連絡先（郵送のみ）
	

	22
	リハビリテーション提供体制　その他
（摂食機能療養・短期集中リハ・認知症入所精神療法）
	□ 加算届（別紙２）
□ 体制等状況一覧表（別紙1-1・1-2）

	※摂食機能療養、認知症入所精神療養を算定する場合
□ 勤務する従業者の名簿（様式7）
□ 担当者連絡先（郵送のみ）
	体制等状況一覧表の「リハビリテーション提供体制」の「６　その他」に○を付ける。

	23
	介護職員処遇改善加算
	介護情報サービスかながわ
　→ 書式ライブラリー
　　→ ０．介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を参照してください。

	24

	介護職員等特定処遇改善加算
	

	25　
	介護職員等ベースアップ等支援加算
	

	26
	高齢者虐待防止措置実施の有無
	□ 加算届（別紙2）
□ 状況一覧表
（別紙1-1・1-2）
	□ 改善計画又は改善状況報告（減算の場合）
□ 担当者連絡先（郵送のみ）
	

	27
	業務継続計画策定の有無
	□ 加算届（別紙2）
□ 状況一覧表
（別紙1-1・1-2）
	□ 担当者連絡先（郵送のみ）
	

	28
	口腔連携強化加算
	□ 加算届（別紙2）
□ 状況一覧表
（別紙1-1・1-2）
	□ 口腔連携強化加算に関する 届出書(別紙11)
□ 担当者連絡先（郵送のみ）
	

	29
	生産性向上推進体制加算
	□ 加算届（別紙2）
□ 状況一覧表
（別紙1-1・1-2）
	□ 生産性向上推進体制加算に係る届出書(別紙28)
□ 利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の議事概要＊
□ 担当者連絡先（郵送のみ）
	＊算定開始月の１日までに委員会を実施し、議事概要を提出してください。

	30
	上記の加算をやめる場合
	□ 加算届（別紙2）
□ 体制等状況一覧表（別紙1-1・1-2）
	□ 担当者連絡先（郵送のみ）

	


[bookmark: _GoBack]※2　生産性向上推進体制加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例等の提示についての通知は以下のリンク先よりご確認ください
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38790.html

（５）必要書類の注意事項
　　◇　加算届（介護給付費算定に係る体制等に関する届出書）（別紙２）
　　　　異動等の区分（「新規・変更・終了」）については、新規指定の場合は「新規」に、既存施設が、加算届内容を変更する場合には「変更」に記載（○をつける）してください。
　　◇　体制等状況一覧表（別紙１）
　　　・届出を行うサービスが記載されたページのみを添付してください。
　　　・状況一覧表は、変更しない項目についても記載（○をつける）してください。
　　　・（介護予防）短期入所療養介護についても、サービス費の算定に関して該当項目に◯をつけてください。
　　　　　※みなし指定を辞退し、サービスを実施していなければ不要。
　　　　　※（介護予防）短期入所療養介護は、介護医療院の本体部分と常に一体的な取扱いが行われるものであることから、体制等状況一覧表(別紙1-2)以外の施設基準及び夜勤職員の基準を満たす旨の届出については提出不要。

　　◇　資格証(写)
　　　　Ａ４サイズにしてください
　　◇　勤務表（別紙７）
　　　　勤務表やそれに記載する従業者は、加算の内容により異なります。
	加算名
	作成する勤務表
	対象従業者

	夜間勤務等看護
	算定開始月

	看護・介護職員の夜勤帯（連続する16時間）に勤務する者（勤務時間帯がわかるように作成すること）

	ユニットケア体制
	
	看護・介護職員（単位ごと・ユニットごとの配置）

	栄養マネジメント強化加算
	
	管理栄養士（必要により、栄養士）

	重度認知症疾患療養体制加算
	
	・看護・介護職員
・精神保健福祉士
・作業療法士、理学療法士又は言語聴覚士
　（（Ⅱ）の場合、作業療法士）

	特別診療費
	
	①薬剤管理指導→薬剤師
②理学療法Ⅰ→医師、理学療法士
③作業療法→医師、作業療法士
④言語聴覚療法→医師、言語聴覚士
⑤集団コミュニケーション療法→医師、言語聴覚士
⑥精神科作業療法→作業療法士
⑦認知症入所精神療法→医師（精神科）、臨床心理技術者等


　　　　
２　届出時期
　　届出の締切日：加算の算定開始月の１日（例：５月算定開始の場合は５月１日）

３　届出方法
　　　次のいずれかの方法により提出してください。
〇電子申請届出システム　
下記にアクセスし、必要事項の入力及び書類の提出をしてください。
https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/shinsei/
※電子申請届出システムによる届出はＧビズＩＤの取得が必要です。
※郵送より必要書類が省略されていますので、ご注意ください（留意事項参考）。
※県事務連絡やシステムの操作方法等については、下記をご確認ください。
・電子申請届出システムによる加算の届出について
https://kaigo.rakuraku.or.jp/search-library/lower-3-3.html?topid=4&id=90859

〇郵送
下記まで書類を郵送してください。
〒２３１－８５８８　横浜市中区日本大通　１
 　　　　神奈川県庁　高齢福祉課　保健・居住施設グループ　宛


４　県における受領確認について（郵送の場合）
　令和６年○月○日より管理票と返信用封筒の提出は不要となりました。引き続き県における受領確認を希望する場合には、届出書の写しとともに返信用封筒（要切手）を同封いただければ、写しに収受印を押印し返送します。（任意）

５　その他注意事項
（電子申請届出システムによる届出の場合）
・書類の修正があった場合の電子ファイルのやり取りは、原則として、システムを通じて行います。
・審査が完了すると、届出が受理された旨のメールが自動送信されます。また、同時にシステム上の「申請届出ステータス」が「受付済」となります。

（郵送による場合）
　・届出にあたっては必ず控えを作成し、及び算定根拠となった資料（チェック表、資格証（写）、実務経験証明等）と共に保管してください。　　
（共通事項）
・加算等の改訂に伴う運営規程（料金表）の変更届は不要ですが、必ず料金表を変更し、改正履歴を運営規程に記載してください。
　・「加算をやめる場合」とは、当該施設において加算の算定をやめる場合を指し、入所者個々の状況により加算を取らない場合については、国民健康保険団体連合会へのレセプト請求の際に加算の請求をしないことで対応してください。

